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国
際
人
権
規
約
に
対
す
る
わ
が
国
の
取
り
組
み
に
関
す
る
質
問
主
意
書

わ
が
国
が
一
九
七
九
年
に
批
准
し
た
「
国
際
人
権
規
約
」
の
う
ち
、
「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際

規
約
」
（
い
わ
ゆ
る
Ａ
規
約
）
に
つ
い
て
は
、
「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
委
員
会
」
に
対
し
「
第
三
回

報
告
」
を
今
月
三
十
日
ま
で
に
提
出
し
、
そ
の
報
告
の
中
に
、
「
勧
告
を
実
施
す
る
た
め
に
と
っ
た
手
段
に
つ
い
て
の
、
詳
細

な
情
報
を
含
め
る
こ
と
」
を
要
請
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

国
際
人
権
規
約
Ａ
規
約
お
よ
び
Ｂ
規
約
の
う
ち
、
わ
が
国
が
現
在
留
保
し
て
い
る
条
項
は
い
く
つ
あ
る
の
か
。
ま
た
、
そ

れ
ぞ
れ
の
条
項
を
留
保
し
て
い
る
理
由
を
簡
略
に
説
明
願
い
た
い
。

二

「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
委
員
会
」
の
最
終
見
解
「
Ｅ
・
提
言
及
び
勧
告
」
で
は
、
三
十
一
項
目

に
わ
た
り
、
わ
が
国
政
府
に
対
し
て
勧
告
、
要
求
な
ど
が
出
さ
れ
て
い
る
。
政
府
の
こ
の
間
五
年
の
取
り
組
み
と
、
現
状
を

そ
れ
ぞ
れ
簡
略
に
示
さ
れ
た
い
。

三

今
月
九
日
の
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
会
で
、
政
府
は
報
告
の
提
出
が
期
限
に
間
に
合
わ
ず
「
遅
れ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
答

弁
し
て
い
る
。
五
年
間
の
期
間
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
取
り
組
み
結
果
の
成
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
国
際
的
な
約
束
事
で

一



あ
る
報
告
期
限
が
守
れ
な
い
理
由
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
期
限
を
守
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
と

し
て
ど
う
考
え
、
国
連
等
に
対
し
て
説
明
す
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。

四

Ａ
規
約
十
三
条
の
高
等
教
育
無
償
化
に
つ
い
て
も
政
府
は
留
保
し
て
お
り
、
回
答
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
今
国

会
に
政
府
が
提
出
し
た
「
教
育
基
本
法
案
」
に
は
高
等
教
育
無
償
化
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。
同
条
項
に
つ
い
て
、
規
約

に
基
づ
き
国
連
に
報
告
す
る
前
に
高
等
教
育
無
償
化
を
否
定
す
る
法
案
を
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
は
、
国
際
的
な
信
義
に
反

す
る
と
と
も
に
、
同
条
項
と
「
教
育
基
本
法
案
」
の
整
合
性
に
つ
い
て
法
案
提
出
時
に
説
明
を
し
な
か
っ
た
こ
と
は
国
会
軽

視
と
も
言
え
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


